
石綿が使用されている建築物等の  

解体工事等を行う皆様へ  

 

◆建設リサイクル法に基づき、対象建設工事の届出をする前に建築物等の事

前調査を実施してください。その際には、吹付け石綿や石綿を含有する資材

の有無等についても調査し、これらが使用されている場合は、届出書にこれ

ら資材の有無、事前措置等を記載してください。 

◆また、解体工事等に際し、事前措置を適正に行なうとともに、分別解体等

の実施に当たっては石綿関係法令に従い、各種届け出を行なうとともに、適

正に施工し処理をしてください。 

 

 

石綿関係法令 

 

〇労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則 

 建築物等の解体等の作業を行うときは、「石綿障害予防規則」に従い、石綿の

使用の有無を調査し、使用している場合は労働基準監督署長に届け出るととも

に、石綿作業主任者の選任、ばく露防止対策、飛散防止対策等を行わなければな

りません。 

また、解体工事等の現場には、ばく露防止対策の実施内容の掲示が必要となり

ます 

〇大気汚染防止法等 

 吹付け石綿や石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材を使用した建築物や

工作物を解体、改造、又は補修する場合には、大気汚染防止法に基づき、工事開

始の１４日前までに特定粉じん排出等作業実施届書を県に届け出なければなり

ません。（平成１８年３月１日改正施行） 

 〇廃棄物処理法 

①廃石綿等（特別管理産業廃棄物）飛散性アスベスト 

 建築物・工作物の建設・解体工事等(改修工事を含む)の石綿建材除去事業に伴

って発生する飛散性の石綿を含む廃棄物（吹き付け石綿、石綿を含む保温材、断

熱材、耐火被覆材、作業に用いた用具等）については、特別管理産業廃棄物とし

て処理基準に従い適正に処理しなければなりません。 

②石綿含有産業廃棄物（産業廃棄物）非飛散性アスベスト 

 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物（がれき類、ガラ等、

廃プラスチック、繊維くず等）であって、石綿をその重量の０．１％を超えて含

有するもの（廃石綿等を除く。）については、石綿含有産業廃棄物として処理基

準に従い適正に処理しなければなりません。 

※ 「処理基準」の改正内容は、次の環境省ホームページで御覧いただけます。 
  【ホームページアドレス】 http://www.env.go.jp/air/asbestos/ 

http://www.env.go.jp/air/asbestos/


有害物質等の処理方法等の例 

 

〇有害物質等の処理方法等については、「建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い

」（建設副産物リサイクル広報推進会議）に記載されています。この資料については、国土

交通省のホームページからダウンロードが可能です。 

【国土交通省リサイクルホームページ】 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/index.htm 

 

石綿含有製品の商品名及び製造時期 

 

〇（社）日本石綿協会のＨＰに掲載されていますので、参照願います。 

  ・電話 ０３－５７６３－２３８１  ＨＰ  http://www.jaasc.or.jp 

 

石綿関係法令等に関する問い合わせ先  

 

法令名 問い合わせ先 

〇労働安全衛生法 

 

◇厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 

  電話 ０３－３５０２－６７５６ 

  ＨＰ(左記の規則のパンフレットが掲載されています) 

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html 

◇厚生労働省千葉労働局労働基準部安全衛生課 

  電話 ０４３－２２１－４３１２ 

◇労働基準監督署(下記のＨＰに連絡先が掲載されています) 

http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/syozaiti/kantokusyo/index.html 

〇石綿障害予防規則 

 

 

 

 

 

〇建築物の解体等工事に

おける石綿粉じんへのば

く露防止マニュアル 

◇建設業労働災害防止協会（左記のマニュアルの販売所） 

 電話 ０３－３４５３－３３９１ 

  ＨＰ http://www.kensaibou.or.jp/index.html 

〇大気汚染防止法 

 

 

◇千葉県環境生活部大気保全課大気・特殊公害指導室 

  電話 ０４３－２２３－３８０４ 

 ＨＰ http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/e_taiki/index.html 

〇廃棄物の処理及び清掃

に関する法律 

 

◇千葉県環境生活部資源循環推進課事業推進室 

  電話 ０４３－２２３－２６５６ 

 ＨＰ http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/index.html 

 

建設リサイクル法に関する問い合わせ先 

 

〇建設工事に

係る資材の再

資源化等に関

する法律 

（建設リサイ

クル法） 

◇千葉県県土整備部技術管理課建設リサイクル推進室 

  電話 ０４３－２２３－３４４０ 

  ＨＰ http://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/jigyousha/recycle/recycle/index.html 

◇流山市 都市計画部 建築住宅課 

  電話 ０４－７１５０－６０８８ 

ＨＰ http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/kenchikushidou/recycle.htm 
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